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足
立
区
は
、
区
民
の
み
な
さ
ん
の

日
常
生
活
に
関
わ
る
様
々
な
仕
事
を

し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
介
護
保
険

や
高
齢
者
・
障
害
者
の
た
め
の
福
祉

施
策
、
小
・
中
学
校
に
お
け
る
教
育

施
策
、
道
路
・
公
園
の
維
持
管
理
等

の
土
木
事
業
、
さ
ら
に
は
ご
み
の
収

集
や
、
災
害
対
策
な
ど
、
み
な
さ
ん

に
と
っ
て
、
と
て
も
身
近
な
問
題
で

す
。
本
来
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
区

民
の
み
な
さ
ん
が
自
分
た
ち
で
考
え
、

話
し
合
い
、
解
決
し
、
実
施
す
る
こ

と
が
理
想
で
す
。 

       

 

　
し
か
し
、
実
際
に
は
、
区
民
の
み

な
さ
ん
の
中
か
ら
、
区
議
会
議
員
を 

選
挙
で
選
び
、
み
な
さ
ん
の
代
表
と

し
て
、
様
々
な
活
動
を
行
い
ま
す
。 

　
区
議
会
議
員
で
構
成
す
る
議
会
は
、

予
算
や
区
の
法
律
で
あ
る
条
例
な
ど
、

区
の
重
要
な
事
項
を
決
定
し
ま
す
。 

　
ま
た
、
み
な
さ
ん
の
生
活
の
い
ろ

い
ろ
な
問
題
を
話
し
合
い
、
そ
れ
ら 

を
ど
の
よ
う
に
解
決
す
べ
き
か
を
区 

長
に
提
案
し
た
り
、
自
ら
の
方
針
を

定
め
る
と
い
う
、
大
切
な
役
割
も
担
っ

て
い
ま
す
。 

  

　
区
議
会
議
員
は
、
区
内
に
住
ん
で

い
る
満
25
歳
以
上
の
選
挙
権
の
あ
る

人
か
ら
、
選
挙
で
選
び
ま
す
。 

　
議
員
の
定
数
は
、
区
の
人
口
に
応

じ
て
法
律
で
上
限
が
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
足
立
区
の
人
口
か
ら
す
る
と

上
限
は
56
人
で
す
が
、
区
の
条
例
で

定
数
を
50
人
と
し
て
い
ま
す
。 

　
な
お
、
議
員
の
任
期
は
４
年
で
す
。 

  

　
区
議
会
は
、
み
な
さ
ん
の
生
活
に

関
わ
る
重
要
な
事
項
を
決
定
す
る
た

め
、｢

議
決
機
関｣

と
呼
ば
れ
て
い
ま

す
。 

　
一
方
、
区
長
は
、
区
議
会
の
決
定 

に
基
づ
い
て
、
実
際
に
区
の
仕
事
を 

進
め
る
の
で
、｢

執
行
機
関｣

と
呼
ば

れ
て
い
ま
す
。 

                

　
区
議
会
と
区
長
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独

立
し
た
対
等
な
立
場
で
あ
り
、
お
互

い
に
協
力
し
、
常
に
意
見
の
交
換
を

し
な
が
ら
、
住
み
よ
い
足
立
区
の
実

現
に
向
け
て
努
力
し
て
い
ま
す
。 

  

　
議
長
と
副
議
長
は
、
議
員
の
中
か

ら
選
挙
に
よ
っ
て
選
び
ま
す
。 

　
議
長
は
、
会
議
の
円
滑
な
運
営
や

議
場
の
秩
序
維
持
に
努
め
、
区
議
会

事
務
局
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
権
限

を
持
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
対
外
的

に
交
渉
等
を
行
う
場
合
に
は
、
す
べ

て
議
会
を
代
表
す
る
立
場
に
あ
る
、

議
長
名
で
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

　
副
議
長
は
、
議
長
が
病
気
や
出
張 

な
ど
で
不
在
の
時
、
又
は
議
長
が
何

ら
か
の
理
由
で
欠
け
た
と
き
、
議
長

の
職
務
を
行
い
ま
す
。 

  

　
区
議
会
の
会
議
に
は
定
例
会
と
臨

時
会
が
あ
り
ま
す
。
定
例
会
は
年
４

回
（
２
月
、
６
月
、
９
月
、
12
月
）

開
か
れ
ま
す
。
そ
の
ほ
か
必
要
に
応

じ
て
臨
時
会
が
開
か
れ
ま
す
。 

　
区
議
会
の
招
集
は
、
す
べ
て
区
長

が
行
い
ま
す
が
、
議
長
も
し
く
は
議

員
定
数
の
４
分
の
１
以
上
の
議
員
か

ら
招
集
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、

区
長
は
議
会
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。 

  

　
全
議
員
で
構
成
す
る
区
議
会
の
会

議
を
、
本
会
議
と
い
い
ま
す
。
区
の

重
要
な
事
項
は
、
す
べ
て
こ
の
本
会

議
で
決
定
し
ま
す
。 

　
本
会
議
で
は
、
区
議
会
の
最
終
的

な
意
思
を
決
定
す
る
ほ
か
、
区
長
に

対
し
て
、
区
の
方
針
や
仕
事
全
般
に

つ
い
て
質
問
を
し
て
説
明
を
求
め
た

り
し
ま
す
。 

　
ま
た
、
本
会
議
で
提
案
さ
れ
た
議

案
の
ほ
と
ん
ど
は
、
委
員
会
に
付
託

し
て
、
各
委
員
会
で
実
質
的
な
審
査

を
行
い
ま
す
。 

　
本
会
議
の
最
終
日
に
は
、
付
託
し

た
各
委
員
会
か
ら
、
審
査
結
果
の
報

告
が
あ
り
、
賛
成
・
反
対
の
意
見
を

出
し
あ
っ
た
後
、
採
決
を
行
い
ま
す
。 

  

　
本
来
は
、
全
議
員
が
集
ま
る
本
会

議
に
お
い
て
、
全
て
の
事
項
を
議
論

す
る
の
が
理
想
で
す
。
し
か
し
、
取

り
扱
う
議
題
は
多
く
、
そ
の
内
容
も

広
い
分
野
に
わ
た
る
の
で
、
全
て
を

本
会
議
で
処
理
す
る
に
は
膨
大
な
時

間
が
か
か
り
、
能
率
的
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。 

　
そ
こ
で
、
様
々
な
問
題
を
そ
れ
ぞ

れ
担
当
別
に
分
け
て
、
専
門
的
・
効

率
的
な
運
営
を
行
う
た
め
、
区
議
会

の
内
部
に
委
員
会
を
設
置
し
、
具
体

的
な
審
査
を
し
て
い
ま
す
。 

　
委
員
会
に
は
、
常
設
し
て
い
る
常

任
委
員
会
、
議
会
の
円
滑
な
運
営
を

図
る
議
会
運
営
委
員
会
、
必
要
に
応

じ
て
設
置
す
る
特
別
委
員
会
の
３
種

類
が
あ
り
ま
す
。 

　
現
在
、
足
立
区
議
会
に
は
、
６
つ

の
常
任
委
員
会
、
議
会
運
営
委
員
会
、

４
つ
の
特
別
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て

い
ま
す
。 

          

　
区
議
会
の
意
思
は
多
数
決
に
よ
っ

て
決
め
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
所
属

政
党
が
同
じ
議
員
や
、
同
じ
よ
う
な

考
え
方
を
も
つ
議
員
が
グ
ル
ー
プ
を

作
っ
て
活
動
す
れ
ば
、
自
分
た
ち
の

考
え
を
よ
り
効
果
的
に
区
政
に
反
映

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
グ
ル
ー

プ
を｢

会
派
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。 

　
現
在
、
足
立
区
議
会
に
は
次
の
４

つ
の
会
派
が
あ
り
ま
す
。 

　
☆ 

足
立
区
議
会
自
由
民
主
党   

　
☆ 

足
立
区
議
会
公
明
党
　
　  

　
☆ 

日
本
共
産
党
足
立
区
議
団  

　
☆ 

足
立
区
議
会
民
主
党
　
　  

  

　
区
議
会
の
活
動
を
円
滑
に
処
理
す

る
た
め
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。 

　
事
務
局
は
、
本
会
議
や
委
員
会
の

運
営
の
補
助
、
請
願
・
陳
情
の
受
付
、

議
会
広
報
紙
の
発
行
、
議
会
活
動
の

た
め
の
調
査
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。 
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区
議
会
議
員
選
挙
後
に
就
任
し

た
広
報
委
員
会
委
員
は
次
の
と
お

り
で
す
。 
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平
成
19
年
７
月
26
日
に
茨
城
県
神
栖
市
文

化
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、

第
58
回
利
根
川
治
水
同

盟
治
水
大
会
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。 

　
こ
の
大
会
は
、
利
根

川
流
域
１
都
５
県
（
東

京
都
・
群
馬
・
栃
木
・

埼
玉
・
千
葉
・
茨
城
県
）

の
自
治
体
等
で
構
成
さ

れ
、
毎
年
、
利
根
川
水

系
各
事
業
を
推
進
す
る

た
め
、
流
域
１
都
５
県

の
各
地
で
治
水
大
会
を

開
催
し
て
い
ま
す
。
同

大
会
に
お
い
て
、
治
水

事
業
の
早
期
実
現
に
向

け
促
進
要
望
を
決
議
し
、
政
府
関
係
機
関
に

要
望
活
動
を
行
う
も
の
で
す
。 

　
当
日
は
、
林
利
根
川
治
水
同
盟
会
長
、
ま

た
開
催
県
を
代
表

し
て
、
橋
本
茨
城

県
知
事
か
ら
挨
拶

が
あ
り
、
来
賓
の

祝
辞
の
後
、
大
会

宣
言
・
決
議
が
行

わ
れ
ま
し
た
。 

　
最
後
に
、
次
期

開
催
都
市
で
あ
る

栃
木
県
小
山
市
の

大
久
保
市
長
が
挨

拶
を
し
て
閉
会
と

な
り
ま
し
た
。 

　
足
立
区
議
会
議
員

も
、
同
大
会
の
決
議

が
国
の
施
策
に
反
映

さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
、
毎
年
多
く
の
議
員

が
出
席
し
て
い
ま
す
。 
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